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 聖籠町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。  

  平成３１年３月２９日  

                聖籠町長 西 脇 道 夫   

聖籠町規則第１８号  

   聖籠町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則  

 聖籠町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則（平成１７年聖籠  

町規則第２号）の一部を次のように改正する。  

第３条第１号中「同居家族」を「同居者」に改め、同条第２号中「及

び所得のある者」を削り、「収入」の次に「額」を加え、同条第３号

を削り、同条第４号中「同居家族全員の市町村税の納税証明書」を「同

居者で納税義務がある者の市区町村税の滞納がないことを証する書

類」に改め、同号を同条第３号とし、同号の次に次の１号を加える。  

（４） 連帯保証人の住民票の写し又は住民票記載事項証明書（本

籍のみ省略可）並びに収入額を証する書類及び市区町村税の

滞納がないことを証する書類第６条第２項中「入居決定者及

び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し

及び収入額を証する書類」を「連帯保証人の印鑑証明書」に

改める。  

第７条第１項中第３号を第５号とし、第２号の次に次の２号を加え

る。  

（３） 日本国籍を有する者又は日本に永住する資格を有する外国

人で、いずれも日本国内に居住している満２０歳以上の者で

あること。  

（４） 市区町村税を滞納していないこと。  

第８条第１項の次に次の１項を加える。  

２ 前項の届出には、第３条第４項に掲げる書類を添えなければなら

第８条第２項を削り、同条第３項中「入居者は、第１項の届出があ  

ったときは、町長の指定する期日までに」を「前項の承認を受けた
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者は、承認のあった日から１０日以内に」に改め、同項を同条第

４項とし、同項の前に次の１項を加える。  

３ 町長は、第１項の規定による届出を受理したときは、内容を精査

し、東山団地入居者連帯保証人変更（異動）承認・不承認通知書（別

記様式第６号）により入居者に通知するものとする。  

 第３４条を第４５条とする。  

第３３条第１項中「第３０条」を「第４１条」に改め、同条を第４

４条とする。  

第３２条を第４３条とし、第３１条を第４２条とし、第３０条を第

４１条とする。  

第２９条第２号中「納税証明書発行日現在において」を削り、「市

区町村民税」を「市区町村税」に改め、同条を第３９条とする。  

第２８条を第３８条とし、第２７条を第３７条とする。  

第２６条の２中「第９条」を「第１２条」に、「第１１条」を「第

１４条」に、「第２２条」を「第２７条」に、「別記様式第７号」を

「別記様式第１２号」に、「別記様式第１０号」を「別記様式第１５

号」に、「別記様式第１８号」を「別記様式第２２号」に、「別記様

式第２０号」を「別記様式第２５号」に、「別記様式第２１号」を「別

記様式第２９号」に、「別記様式第２２号及び別記様式第２４号」を

「別記様式第３０号及び別記様式第３３号」に改め、同条を第３６条

とし、同条の前に次の２条を加える。  

（使用料の減免又は徴収猶予）  

第３４条 条例第３１条第２項の規定による使用料の減免及び徴収猶

予については、第１６条を準用する。  

（駐車場の明渡し請求）  

第３５条 条例第３２条第１項の規定による請求（使用許可の取消し）

は、事前に東山団地駐車場明渡請求前通告（別記様式第３５号）で

明渡し期限を通知し、期限を過ぎた場合に東山団地駐車場明渡請求

書（別記様式第３６号）により通知するものとする。  

第２５条を削り、第２６条第１項中「第１２条」を「第１５条」に
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改め、同条を第３３条とする。  

第３３条の前に次の３条を加える。  

（使用手続の執行猶予）  

第３０条 条例第３０条第２項に規定する町長が別に指示する期間は、

東山団地駐車場使用手続執行猶予決定通知書（別記様式第３２号）

により通知するものとする。  

（駐車場の使用決定の取消し）  

第３１条 条例第３０条第３項の規定により駐車場の使用の決定を取

り消すときは、東山団地駐車場使用決定取消書（別記様式第３３号）

により通知するものとする。  

（使用可能日の通知）  

第３２条 条例第３０条第４項の規定による通知は、東山団地駐車場

使用可能日決定通知書（別記様式第３４号）により行うものとする。  

第２４条中「（別記様式第２３号）」を「（別記様式第３１号）」

に改め、同条を第２９条とする。  

第２３条中「（別記様式第２２号）」を「（別記様式第３０号）」

に改め、同条を第２８条とする。  

第２２条第１項中「（別記様式第２１号）」を「（別記様式第２９

号）」に改め、同条第２項中「１区画」を「２区画」に改め、同条を

第２７条とする。  

第２１条の２中「（別記様式第２０号の２）」を「（別記様式第２

８号）」に改め、同条を第２６条とし、同条の前に次の１条を加える。  

（東山団地の明渡し請求）  

第２５条 条例第２４条第１項の規定による請求を行う場合は、事前

に東山団地明渡請求前通告（別記様式第２６号）で明渡し期限を通

知し、期限を過ぎた場合に東山団地明渡請求書（別記様式第２７号）

により通知するものとする。  

第２１条中「（別記様式第２０号）」を「（別記様式第２５号）」

に改め、同条を第２４条とする。  

第２０条中「（別記様式第１９号）」を「（別記様式第２３号）」
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に改め、同条に次の１項を加える。  

２ 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を精査し、

東山団地模様替承認・不承認通知書（別記様式第２４号）により申

請者に通知するものとする。  

第２０条を第２３条とする。  

 第１９条中「（別記様式第１８号）」を「（別記様式第２２号）」

に改め、同条を第２２条とする。  

第１８条を第２１条とする。  

 第１７条中「（別記様式第１７号）」を「（別記様式第２１号）」

に改め、同条を第２０条とする。  

 第１６条中「第１３条」を「第１６条」に改め、同条を第１９条と

し、第１５条を第１８条とする。  

 第１４条中「第１項」を削り、「（別記様式第１５号）」を「（別

記様式第２０号）」に改め、同条を第１７条とする。  

 第１３条第１項中「（別記様式第１３号）」を「（別記様式第１８

号）」に改め、同条第２項中「（別記様式第１４号）」を「（別記様

式第１９号）」に改め、同条を第１６条とする。  

 第１２条第１項中「（別記様式第１１号）」を「（別記様式第１６

号）」に改め、「により納付しなければならない。」の前に「又は口

座振替」を加え、同条第２項中「（別記様式第１２号）」を「（別記

様式第１７号）」に改め、同条を第１５条とする。  

 第１１条第１項中「（別記様式第１０号）」を「（別記様式第１５

号）」に改め、同条第２項中「住民票の写し」の次に「又は住民票記

載事項証明書（本籍のみ省略可）及び」を加え、同条を第１４条とす

る。  

 第１０条第１項中「（別記様式第８号）」を「（別記様式第１３号）」

に改め、同条第２項第２号を削り、同項第３号中「同居家族」を「同

居者」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号中「及び所得のあ

る者」を削り、同号を同項第３号とし、第１０条第２項第５号を削り、

同項第６号中「同居家族全員の市町村税の納税証明書」を「同居者で
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納税義務がある者の市区町村税の滞納がないことを証する書類」に改

め、同号を同項第４号とし、同号の次に次の１号を加える。  

（５） 第３条第４項に掲げる書類  

第１０条第２項第７号を同項第６号とし、同条第３項中「町長は、

第１項の申請を承認したときは、東山団地入居承継承認書（別記様式

第９号）」を「町長は、第１項の規定による申請を受理したときは、

内容を精査し、東山団地入居承継承認・不承認通知書（別記様式第１

４号）」に改め、同条第４項中「東山団地入居請書を町長に提出しな

ければならない。」を「承認のあった日から１０日以内に第６条第１

項に規定する請書を提出しなければならない。この場合においては、

第６条第２項の規定を準用する。」に改め、同条を第１３条とする。  

第９条第１項中「（別記様式第６号）」を「（別記様式第１１号）」

に改め、同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、同項第３

号中「市町村税の納税証明書」を「市区町村税の滞納がないことを証

する書類」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号を同項第３号

とし、同条第３項中「町長は、第１項の申請を承認したときは、東山

団地同居承認書（別記様式第７号）」を「町長は、第１項の規定によ

る申請を受理したときは、内容を精査し、東山団地同居承認・不承認

通知書（別記様式第１２号）」に改め、同条を第１２条とする。  

第８条の次に次の３条を加える。  

（入居手続の執行猶予）  

第９条 条例第１０条第２項の規定による届出は、東山団地入居手続

執行猶予届（別記様式第７号）により行わなければならない。  

２ 町長は、前項の届出があった場合において、東山団地入居手続執

行猶予決定通知書（別紙様式第８号）により、別に指示する期間を

通知するものとする。  

（入居決定の取消し）  

第１０条 条例第１０条第４項の規定により東山団地の入居の決定を

取り消すときは、東山団地入居決定取消書（別記様式第９号）によ

り通知するものとする。  
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（入居可能日の通知）  

第１１条 条例第１０条第５項の規定による通知は、東山団地入居可

能日決定通知書（別記様式第１０号）により行うものとする。  

 別記様式第１号中「      」を「      」に改める。  

 

 別記様式第２号を次のように改める。  

 

別記様式第２４号を次のように改め、同様式を別記様式第３３号と

する。  

別記様式第３３号  

申込者  

（世帯主） 
申込者  
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 別記様式第３３号の前に次の１様式を加える。  

別記様式第３２号  
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別記様式第２３号中「別記様式第２３号（第２４条関係）」を「別

記様式第３１号（第２９条関係）」に改め、同様式を別記様式第３１

号とする。  

別記様式第２２号中「別記様式第２２号（第２３条関係）」を「別

記様式第３０号（第２８条関係）」に改め、使用可能日の項を削り、

同様式を別記様式第３０号とする。  

別記様式第２１号中「別記様式第２１号（第２２条関係）」を「別

記様式第２９号（第２７条関係）」に改め、使用可能日の項を削り、

同様式を別記様式第２９号とする。  

別記様式第２０号の２中「別記様式第２０号の２（第２１条の２関

係）」を「別記様式第２８号（第２６条関係）」に改め、同様式を別

記様式第２８号とし、同様式の前に次の２様式を加える。  

別記様式第２６号  
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別記様式第２７号  

 

別記様式第２０号中「別記様式第２０号（第２１条関係）」を「別

記様式第２５号（第２４条関係）」に改め、同様式を別記様式第２５

号とし、同様式の前に次の１様式を加える。  

別記様式第２４号  
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別記様式第１９号中「別記様式第１９号（第２０条関係）」を「別

記様式第２３号（第２３条関係）」に改め、同様式を別記様式第２３

号とする。  

別記様式第１８号中「別記様式第１８号（第１９条関係）」を「別

記様式第２２号（第２２条関係）」に改め、同様式を別記様式第２２

号とする。  

別記様式第１７号中「別記様式第１７号（第１７条関係）」を「別

記様式第２１号（第２０条関係）」に改め、同様式号を別記様式第２

１号とする。  

別記様式第１５号中「別記様式第１５号（第１４条関係）」を「別

記様式第２０号（第１７条関係）」に改め、同様式を別記様式第２０

号とする。  

別記様式第１４号中「別記様式第１４号（第１３条、第１６条関係）」

を「別記様式第１９号（第１６条、第１９条、第３４条関係）」に改

め、同様式を別記様式第１９号とする。  

別記様式第１３号中「別記様式第１３号（第１３条関係）」を「別
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記様式第１８号（第１６条、第１９条、第３４条関係）」に改め、同

様式を別記様式第１８号とする。  

別記様式第１２号中「別記様式第１２号（第１２条関係）」を「別

記様式第１７号（第１５条関係）」に改め、同様式を別記様式第１７

号とする。  

別記様式第１１号中「別記様式第１１号（第１２条関係）」を「別

記様式第１６号（第１５条関係）」に改め、同様式を別記様式第１６

号とする。  

別記様式第１０号を次のように改め、同様式を別記様式第１５号と

する。  

別記様式第１５号  

 

別記様式第９号を次のように改め、同様式を別記様式第１４号とす

る。  

別記様式第１４号  
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別記様式第８号中「別記様式第８号（第１０条関係）」を「別記様

式第１３号（第１３条関係）」に改め、同様式を別記様式第１３号と

する。  

別記様式第７号を次のように改め、同様式を別記様式第１２号とす

る。  
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別記様式第６号中「別記様式第６号（第９条関係）」を「別記様式

第１１号（第１２条関係）」に改め、同様式を別記様式第１１号とす

る。  

別記様式第５号様式の次に次の５様式を加える。  

別記様式第６号  
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別記様式第７号  
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別記様式第８号  
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別記様式第９号  

 

別記様式第１０号  
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別記様式に次の４様式を加える。  

別記様式第３４号  

 

別記様式第３５号  
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別記様式第３６号  

 

附則  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  


